
船舶事故調査報告書 

令和６年３月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 転覆 

発生日時 令和５年７月２５日 １４時４０分ごろ 

発生場所 京浜港横浜第５区 

 横浜本牧防波堤灯台から真方位１６０°１.２海里付近 

 （概位 北緯３５°２５.５′ 東経１３９°４１.８′） 

事故の概要  作業船第五宝
ほう

祥
しょう

丸は、石材砂利運搬船第五宝
ほう

祥
しょう

丸の出航支援作業

中、転覆した。 

事故調査の経過 令和５年７月２６日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 石材砂利運搬船 第五宝祥丸、４９９トン 

１４４２３２、宝祥海運建設株式会社（Ａ社） 

Ｂ 作業船（Ａ船搭載船） 第五宝祥丸、２.４トン 

２７１－４０２０８兵庫、Ａ社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、五級（航海） 

Ｂ 機関長、四級（機関）、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首外板に凹損等 

Ｂ 機関に濡損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期 

 事故の経過  Ａ船は、船長及び機関長ほか４人が乗り組み、本牧ふ頭南東方沖の

工事現場に設置されたケーソン（以下「本件ケーソン」という。）か

ら平行に離し、左舷を係留した状態で捨石作業を終え、Ｂ船に機関長

ほか１人を移乗させ、船長が船橋で操船に、他の乗組員が船首尾の配

置にそれぞれつき、出航準備作業を開始した。 

 Ａ船は、本件ケーソンに係留するとき、海面に降ろしたＢ船が右舷

のヘッドライン（以下「本件ライン」という。）等と右舷方にあるそ

れぞれのブイのロープとを連結する作業を行った。 

Ａ船は、本件ケーソンに係止した左舷のヘッドライン等を緩めよう

と繰り出したところ、左舷方からの風に圧流されるとともにブイに係

止した本件ライン等に引かれて本件ケーソンから離されたので、船長

が緊張した左舷のヘッドラインを緩めようとバウスラスタを左方に作

動させ、船首が左方へ移動し始めた。 

船長は、左舷のヘッドラインが放されたことを認め、短時間であれ

ば船橋を離れても支障がないと思い、工事現場の旗を掲揚しようと船

橋から離れた。 



Ａ船の船首配置の乗組員は、本件ラインを繰り出して緩めていたと

ころ、船首が徐々に本件ケーソンに接近するのを見て、船首の移動を

止めようと本件ラインを巻き上げた。 

Ｂ船は、緩んだ本件ラインに接近し、本件ラインを引き上げていた

ところ、本件ラインが右舷船首のたつに掛かった状態で下方に引か

れ、右舷側に傾斜して転覆した。 

船長は、旗を掲揚し終えたとき、Ａ船の船首が本件ケーソンの至近

に迫っているのを認め、船橋に移動してバウスラスタを左方に作動さ

せたままであることに気付いた直後、Ａ船の左舷船首が本件ケーソン

に接触した。 

 Ａ船は、海に投げ出された乗組員２人を救助するとともにＢ船を回

収し、出航作業を終え、事後の対応に当たり、錨地まで航行を続けた

後、船長が元請会社担当者を経由して海上保安庁に本事故の発生を通

報した。 

 船長は、船橋を離れる前、バウスラスタを中立にしたと思い込んで

いたが、操作状況を確認していなかった。 

 Ａ船及びＢ船は、作業状況を確認し合うトランシーバ等の連絡手段

がなかった。  

 ブイは、海底のブロックとワイヤロープで連結されていた。 

（付図１ Ａ船の出航作業の状況図（イメージ図） 参照） 

分析 Ａ船は、本件ケーソンに係留した状態で出航作業中、船長が、緊張

した左舷のヘッドラインを緩めようとバウスラスタを左方に作動さ

せ、そのまま船橋を離れたことから、船首が本件ケーソンに接近し、

船首配置の乗組員が接近を止めようと本件ラインを巻き上げたとこ

ろ、本件ラインを引き上げていたＢ船が、本件ラインとともに下方へ

引かれ、転覆したものと考えられる。 

船長は、船橋から離れる前、バウスラスタを中立にしたと思い込

み、また、短時間なら船橋を離れても支障ないと思っていたものと考

えられる。 

原因 

 

本事故は、Ａ船が、本件ケーソンに係留した状態で出航作業中、船

長が、緊張した左舷のヘッドラインを緩めようとバウスラスタを左方

に作動させ、そのまま船橋を離れたため、船首が本件ケーソンに接近

し、船首配置の乗組員が接近を止めようと本件ラインを巻き上げたと

ころ、本件ラインを引き上げていたＢ船が、本件ラインとともに下方

へ引かれ、転覆したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、操船中、船橋を無人としないこと。 

・船長は、出航作業中、バウスラスタ、舵や主機のテレグラフの操

作状況を把握すること。 



・船舶所有者は、船舶と船舶から降ろした搭載船との間で作業状況

を報告できるようトランシーバを搭載することが望ましい。 



付図１ Ａ船の出航作業の状況図（イメージ図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ船（本件ライン等を放す目的） 

乗船者は乗組員２人で救命胴衣着用 

本牧ふ頭南東方沖の横浜港新本牧地区護岸

（防波）南側築造工事 

本件ケーソン 

（本事故による損傷なし） 

船首配置員 

船橋（船長が単独で操船） 

船尾配置員 

本件ライン（長さ約２００ｍ） 

ブイのロープ 

ブイ（浮体） 

シャックル（本件ラインとブイのロープとを連結している） 

左舷のヘッドライン  

右舷船首のたつ 

右舷のスタンライン 

ブイ（浮体） 

 

左舷のスタンライン 

Ａ船 

本件ケーソンから平行に約１０ｍ離して

左舷を係留した状態 

風に圧流されるとともにブイに係止した本

件ライン及び右舷スタンラインに引かれて

船体が本件ケーソンから離される 

緊張した左舷のヘッドラインを緩めようとバウス

ラスタを作動させ、船首が左方へ移動する 

Ｂ船は、引き上げた本件ライン先

端に繋がれたブイのシャックルを

外そうとしたところ、本件ライン

が右舷船首のたつに掛かった状態

で下方へ引かれ、右舷側に傾斜し

て転覆する 

船首配置員は、船首の移動を止めようとブイに繋がれた本件ラインを巻き上げる 

アンカーブイは、船舶が係留した場合、船舶の係留索とワイヤロープ等が緊張して海面下に沈むようになっている 

ブイのロープ（ブイの頂部に繋いで 

いる合成繊維製ロープ 長さ約５ｍ） 

プイ 

Ｂ船 
海面 

海底 

右舷船首のたつ 

ブロック 

ワイヤロープ（長さ約３０ｍ） 

本件ライン 

シャックル 


